
徳 島 県 健 康 対 策 審 議 会 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 健 康 対 策 審 議 会 設 置 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 二 項 中 「 調 査 審 議 」 を 「 調 査 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 審 議 会 に 、 特 別 の 事 項 を 調 査 審 議 さ せ る た め 、 臨 時 委 員 を 置 く こ と が で き る 。

第 五 条 の 見 出 し 中 「 及 び 」 を 「 、 臨 時 委 員 及 び 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中 「 の 各 号 」 を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 に つ い て 」 を 「 に 関 し 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 中 「 専

門 委 員 は 、 」 を 「 臨 時 委 員 は 当 該 特 別 の 事 項 に 関 す る 調 査 審 議 が 終 了 し た と き 、 専 門 委 員 は 」 に 、 「 調 査 審 議 」 を 「 調 査 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条

中 第 三 項 を 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 第 一 号 」 を 「 第 一 項 第 一 号 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 臨 時 委 員 は 、 当 該 特 別 の 事 項 に 関 し 学 識 経 験 の あ る 者 の う ち か ら 、 知 事 が 任 命 す る 。

第 六 条 第 二 項 及 び 第 三 項 中 「 委 員 」 の 下 に 「 及 び 議 事 に 関 係 の あ る 臨 時 委 員 」 を 加 え る 。

第 七 条 第 二 項 中 「 及 び 」 を 「 、 臨 時 委 員 及 び 」 に 改 め る 。

第 八 条 中 「 は か つ て 」 を 「 諮 つ て 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

第 六 号

徳 島 県 健 康 対 策 審 議 会 設 置 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 健 康 対 策 審 議 会 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。
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第 六 号 徳 島 県 健 康 対 策 審 議 会 設 置 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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提 案 理 由

が ん 登 録 等 の 推 進 に 関 す る 法 律 が 制 定 さ れ 、 同 法 に よ り 整 備 さ れ る 全 国 が ん 登 録 デ ー タ ベ ー ス を 本 県 の が ん 対 策 に 利 用 し よ う と す る 場 合 等 に は 、 審 議 会 そ の

他 の 合 議 制 の 機 関 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い と さ れ た こ と に 鑑 み 、 徳 島 県 健 康 対 策 審 議 会 を こ れ に 充 て る た め 、 所 要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ

の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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